
1 

1 減免の対象となる方 

納税通知書に同封されている課税明細書をご覧ください。

分

離

課

税

の

所

得

短 期

譲 渡

一般分 ○し 円

軽減分 ○す 円

長 期

譲 渡

一般分 ○せ 円

優良分 ○そ 円

居住分 ○た 円

一般株式等の譲渡 ○ち 円

上場株式等の譲渡 ○つ 円

上場株式等の配当等 ○て 円

先 物 取 引 ○と 円

繰 越 損 失 の 適 用 （該当するときは「有」と表示）

Ⅶ 納付していただく金額等 

名 古 屋 市 市 税 減 免 条 例 に よ る 軽 減 額 ⑧
円

合 計 税 額 （ 市 民 税 ・ 県 民 税 の 年 税 額 ） 

（市民税（⑥＋⑦）＋県民税（⑥＋⑦）－⑧） 
⑨

円

（注）給与からの特別徴収の方について、くわしくは、お住まいの区を担当する市税事務

所までお問い合わせください。 

２ 申請期間 

７月１日から７月３０日（土曜日・日曜日、祝日のときはその翌日）までに、減免申請

書をあなたのお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。 

（注）第２期分以降新たに課税となった方については、最初の納期限が申請期限です。

申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注

意ください。 

総

合

課

税

の

所

得

営 業 等 ○あ 円

農 業 ○い 円

不 動 産 ○う 円

利 子 ・ 配 当 ○え 円

給 与
（所得金額調整控除後） ○お 円

雑
公的年金等 ○か 円

業務・その他 ○き 円

総合譲渡・一時 ○く 円

総 所 得 金 額

（○あ ～○く の 計 ）
○け

円

山 林 ・ 退 職 ○こ 円

合 計 （ ○け + ○こ ） ○さ 円

本年の所得の見込額が前年の 1/2 以下になる方の減免について

「Ⅰ 所得金額」 の「○け 」と「○し ～○と 」

の合計金額が２１０万円以下の方で、６

月３０日現在において、本年の総所得金

額の見込額が、前年中の総所得金額

（「○け」と「○し～○と」の合計金額）の２

分の１以下の額になると認められる方

です。 

「○し ～○た 」の欄に記載がある方

で、特別控除が適用されている

方は、「○け 」と「○し ～○と 」の合計

金額が２１０万円以下であって

も該当しない場合があります。

くわしくは、お住まいの区を担

当する市税事務所までお問い合

わせください。 

減免を申請する前に「○8 」の欄に記載が

ある方は、該当しない場合がありますの

で、お住まいの区を担当する市税事務所

までお問い合わせください。 

均等割額のみ課税されている方

（「○9 」の欄が 5,300 円以下の方）

は、減免に該当しません。 
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３ 申請手続き 

（１）提出書類 

減免を申請する際は、減免申請書と次のア～ウの書類が必要です。 

ア 申述書 

イ 今年の１月から申請時までの収入金額が分かる書類 

    （例）給与所得者の方…給与明細書、退職した場合は退職年月日の記載のある源

泉徴収票の写しなど 

       年金所得者の方…年金支払通知書または年金改定通知書の写しなど 

       個人事業主の方…収支内訳書の写し（収支内訳がわかる簡易な帳簿でも差

し支えありません。）など 

ウ 申請時から今年の１２月までの収入金額の見込額が分かる書類 

    （例）給与所得者の方…雇用契約書の写し、労働条件通知書の写し、給与支払予

定額に関する給与支払者の証明書など 

年金所得者の方…イと同じ 

       個人事業主の方…収支の見込額を計算した書類、休業していることがわか

るもの、廃業届など 

※ 給与収入は、社会保険料（健康保険、雇用保険、年金など）や税額（所得税及び

市民税・県民税）が差し引かれる前の金額（通勤手当は除く）となります。 

※ 雇用保険の基本手当は収入金額に含まれません。 

※ 上記のイ及びウの書類がない場合は、次の書類などを提出してください。 

雇用保険受給資格者証の写し、母子手帳の写し、産休・育休の承認通知書の写し、

医師の診断書・領収書等の写し、預金通帳の写しなど 

（２）提出先・お問い合わせ先…今年の１月１日にお住まいの区を担当する市税事務所 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り郵送でご提出いただきま

すようお願いします。 

お 住 ま い の 区 
担 当 す る 

市税事務所 

電話番号
市外局番

052
所  在  地

千種区・中区・名東区
栄 市 税 事 務 所

個 人 市 民 税 第 一 係
959-3303

名古屋市栄市税事務所 

〒461-8626 

名古屋市東区東桜一丁目13番3号 

（ＮＨＫ名古屋放送センタービル８階）
東 区 ・ 北 区 ・ 守 山 区

栄 市 税 事 務 所

個 人 市 民 税 第 二 係
959-3304

西 区 ・ 中 村 区
ささしま市税事務所

個 人 市 民 税 第 一 係
588-8004

名古屋市ささしま市税事務所 

〒450-8626 

名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号 

（日本生命笹島ビル８階）
中 川 区 ・ 港 区

ささしま市税事務所

個 人 市 民 税 第 二 係
588-8005

昭和区・瑞穂区・天白区
金 山 市 税 事 務 所

個 人 市 民 税 第 一 係
324-9804

名古屋市金山市税事務所 

〒460-8626 

名古屋市中区正木三丁目5番33号 

（名鉄正木第一ビル）
熱 田 区 ・ 南 区 ・ 緑 区

金 山 市 税 事 務 所

個 人 市 民 税 第 二 係
324-9805

４ 減免額 

所得割額の２分の１に相当する金額 

（注）第 1 期の納付額は減免の対象となりませんので、納付していただく必要があります 

（減免後の納付額については納税通知書等でお知らせします。くわしくは、お住ま

いの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。）。 


